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⚫ オイルショック以降、実質GDPは2.５倍。最終エネルギー消費は1.１倍。

我が国の最終エネルギー消費の推移

（注1） J（ジュール）=エネルギーの大きさを示す単位。 1EJ（エクサジュール）＝1018J＝0.0258×109原油換算kl。
（注2） 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。
（注3） 産業部門は農林水産鉱建設業と製造業の合計。
（注4） 1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。

【出典】 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
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⚫ 第６次エネルギー基本計画では、1.4％の経済成長等を前提として想定した2030年度
の最終エネルギー需要に対し、徹底した省エネ対策を実施することで、そこから原油換算で
6,200万kl程度の削減を見込んでいる。これはオイルショック後のエネルギー消費効率の改
善を上回るペースに相当する。

2030年度2013年度

3.63億kl

①経済成長 (1.4％/年)

2.80億kl程度
（対策後）

産業
1.60億kl

業務
0.65億kl

運輸
0.84億kl

家庭
0.52億kl

3.5億kl程度
（対策前）

2019年度

産業
1.55億kl

業務
0.55億kl

運輸
0.78億kl

家庭
0.47億kl

3.34億kl
（速報値）

※人口 0.6%減 旅客輸送量 2%減

家庭
0.3億kl程度

産業
1.4億kl程度

業務
0.5億kl程度

運輸

0.6億kl程度

②徹底した省エネ対策
6,200万kl程度削減

第６次エネルギー基本計画における省エネ目標
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GX推進に向けたこれまでの政府の動き

２０２２年

7/27 第１回GX実行会議

8/24 第２回GX実行会議

⇒ 再稼働、運転期間延長、次世代革新炉の開発・建設、バックエンドプロセスの加速化などの論点を
提示。 岸田総理「あらゆる方策について、年末に具体的な結論を出せるよう、与党や専門家の意見
も踏まえ、検討を加速」

12/22 第５回GX実行会議
⇒ 西村GX実行推進担当大臣より、「GX実現に向けた基本方針」（案）を提示し、取りまとめを行う

⇒ 総理より、同基本方針の具体化に向け、ＧＸ実現のための法案を次期通常国会に提出すべく、幅
広く意見を聞くプロセスを進め、ＧＸ担当大臣の下、関係省庁が連携し､準備を進めるよう、指示あり。

2/10 GX実現に向けた基本方針 閣議決定
GX推進法案 閣議決定・国会提出 ⇒ 5/12 成立

２０２３年

2/28 GX脱炭素電源法案 閣議決定・国会提出 ⇒ 5/31 成立

⇒ 岸田総理「今後数年間危惧されている電力・ガスの安定供給に向け、再エネ・蓄電池・省エネの最
大限導入のための制度的支援策や、原発の再稼働とその先の展開策など具体的な方策について、
政治の決断が求められる項目を明確に示してもらいたい」

10/26 第３回GX実行会議
⇒ 岸田総理「専門家との集中的検討を踏まえ、次回ＧＸ会議において、「成長志向型カーボンプラ
イシング」の具体的な制度案を提示してもらいたい」

11/29 第４回GX実行会議
⇒ 岸田総理「脱炭素目標に向けた政策対応について、専門家による検討を経て、政治の決断が必要と
なる踏み込んだ提案をしてほしい」、「次回会議で取りまとめるＧＸ１０年ロードマップでは、分野別の
支援・制度一体型の投資促進策を明確に示し、民間企業の投資意欲を最大限高めることを重視」

関係省庁の
審議会におけ
る議論

基本政策分科会

クリーンエネルギー
戦略合同会合 等

2023 年6月28日総合資源エネルギー調査
会基本政策分科会事務局資料より抜粋
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「GX実現に向けた基本方針」（2023年2月10日閣議決定）

（１） エネルギー安定供給の確保を
  大前提としたGXの取組

（２） 「成長志向型カーボンプライシング構想」
等の実現・実行

①徹底した省エネの推進
Å 複数年の投資計画に対応できる省エネ補助金の創設

Å 省エネ効果の高い断熱窓への改修等、住宅省エネ化への

支援強化

②再エネの主力電源化
Å 次世代太陽電池（ペロブスカイト）や浮体式洋上風力の

社会実装化

③原子力の活用
Å 安全性の確保を大前提に、廃炉を決定した原発の敷地内

での次世代革新炉への建て替えを具体化

Å 規制委員会による厳格な審査を前提に、現行制度と同様

に、40年+20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停

止期間に限り運転期間のカウントから除外を認める

④その他の重要事項
Å 水素・アンモニアと既存燃料との価格差に着目した支援

Å カーボンリサイクル燃料（メタネーション、SAF、合成燃料

等）、蓄電池等の各分野において、GXに向けた研究開

発・設備投資・需要創出等の取組を推進

①GX経済移行債を活用した、今後10年間で
20兆円規模の先行投資支援

②成長志向型カーボンプライシングによるGX投
資インセンティブ

③新たな金融手法の活用

 今後10年間で150兆円を超えるGX投資を
 官民協調で実現・実行

④国際展開戦略
Å クリーン市場の形成やイノベーション協力を主導

Å 「アジア・ゼロエミッション共同体」(AZEC)構想を実現

⑤公正な移行などの社会全体のGXの推進

Å 成長分野等への労働移動の円滑化支援

Å 地域・くらしの脱炭素化を実現

⑥中堅・中小企業のGXの推進

Å サプライチェーン全体でのGXの取組を推進

2023 年6月28日総合資源エネルギー調
査会基本政策分科会事務局資料より抜粋
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１．エネルギー需要側の政策に関する国内外の動向
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※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

⚫ 省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ・非化石転換に
関する取組を実施する際の目安となるべき判断基準及び電気の需要の最適化に関
する指針を示し、一定規模以上の事業者にエネルギーの使用状況等の報告を求めて
いる。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（省エネ法）
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⚫ 2050年カーボンニュートラル目標が示されたことを踏まえ、途上である2030年に向けても、
徹底した省エネ（①）を進めるとともに、非化石電気や水素等の非化石エネルギーの導
入拡大（②）に向けた対策を強化していくことが必要。

■需要サイドのカーボンニュートラルに向けたイメージと取組の方向性

将来に向けて必要な技術
CCS、DACCS、BECCS等

化石エネルギー

①省エネ強化

時間
軸

＜徹底した省エネ強化＞
・【産業】産業・業務ベンチマークの拡充・見直し

省エネ技術開発・実用化・導入促進支援
・【民生】ZEB／ZEH普及拡大、建築物省エネ基準見直し

機器・建材トップランナー制度の見直し・強化
・【運輸】制度見直し／物流効率化

残存する
CO2

2030 2050現在

エネルギー
使用量

＜需要サイドにおけるエネルギー転換促進などの対策強化＞

・自家消費再エネや水素等の非化石エネルギー導入拡大
（＝需要の高度化）

・余剰再エネの活用など電気の需給状況に応じた需要の最適化

・系統安定化のための自家発の活用や機器制御による対応等

②非化石エネル
ギーの導入拡大

省エネ法の改正の背景

8



➢ 省エネ法の「エネルギー」の定義を拡大し、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合
理化を求める。

➢ 電気の一次エネルギー換算係数は、全国一律の全電源平均係数を基本とする。

①エネルギーの使用の合理化の対象範囲の拡大 【エネルギーの定義の見直し】

➢ 特定事業者等に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画及び非化石エネル
ギー使用状況等の定期の報告を求める。

➢ 電気事業者から調達した電気の評価は、小売電気事業者（メニュー）別の非化石電源比率を
反映する。

② 非化石エネルギーへの転換に関する措置 【新設】

➢ 再エネ出力抑制時への需要シフト（上げDR）や需給状況が厳しい時間帯の需要減少（下げ
DR）を促す枠組みを構築。

➢ 電気事業者に対し、電気需要最適化に資する料金体系等の整備に関する計画作成を求める。

➢ 電気消費機器（トップランナー機器）への電気需要最適化に係る性能の向上の努力義務

③ 電気の需要の最適化に関する措置 【電気需要平準化の見直し】

⚫ 2050年CNに向けて、①更なる省エネの深掘り、②需要サイドでの非化石エネルギーへの転換、③
太陽光等変動再エネの増加などの供給構造の変化を踏まえた需要の最適化が重要であることを踏
まえ、2022年5月に省エネ法を改正し、以下の措置を講じている。

改正省エネ法の概要
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➢ 省エネ法の「エネルギー」の定義を拡大し、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合
理化を求める。

①エネルギーの使用の合理化の対象範囲の拡大 【エネルギーの定義の見直し】

⚫ 2050年CNに向けて、 、 ṇ 、
נּ が重要であることを踏

まえ、2022 年5月に省エネ法を改正し、以下の措置を講じている。

改正省エネ法の概要
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⚫ 「非化石エネルギーへの転換」の措置として、（エネルギー使用合理化の定期報告等の義務をかけ
ている）大規模需要家に対し、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画（2030年度
が目標年）及び定期報告の提出を義務化。

⚫ 国は、必要に応じて、指導・助言を行う。また、非化石エネルギーへの転換状況が著しく不十分で
ある場合、関連する技術の水準の状況等を勘案した上で、勧告や公表を行う。

⚫ 非化石エネルギーへの転換を促すインセンティブとして、優良な事業者の評価や、予算措置等に
よる支援について検討。

改正省エネ法の概要

② 非化石エネルギーへの転換に関する措置 【新設】

ӓ ȦɋɩȬɶǿǵ

ǵ ǵ ὑ

ρ ˲ ו

₮ ὂḣ ˲ ו
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非化石転換の定量目標①  産業分野（５業種）

⚫ エネルギー消費量の多い５業種※の2030年度の非化石目標の目安について、国で次
のとおり設定。

※ 鉄鋼業（高炉、電炉普通鋼、電炉特殊鋼）、化学工業（石油化学、ソーダ工業）、セメント製造業、製紙業（洋紙、板

紙）、自動車製造業。

セメント製造業
焼成工程（キルン等）における

燃料の非化石比率

28%
φ

鉄鋼

高炉

粗鋼トンあたり石炭使用量
原単位の削減率
（2013年度比）

▲2%

φ

電炉普通鋼 ―

59％※

電炉特殊鋼 ―

化学
石油化学

【石炭ボイラーを有する場合】
石炭使用量の削減率
（2013年度比）

▲30％

ソーダ

製紙
洋紙

板紙

自動車製造業 ―

※ 電気の目安が主である業種（自動車製造業・電炉普通鋼・電炉特殊鋼）については、使用電気全体に占める非化石電気の割合を59%とする。
 電気の目安が主でない業種（化学工業・製紙業）については、外部調達電気に占める非化石電気の割合を59％とする。
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非化石転換の定量目標② 産業・業務分野全体（各社が非化石電気率等を設定）

（参考）第６次エネルギー基本計画の電源ミックス（右図）の考え方

新たな2030年度におけるエネルギー需給の見通しは、2030年度に温室効果
ガスを2013年度から46%削減することを目指し、更に、50%の高みに向けて挑
戦を続けることを表明したことを踏まえ、46%削減に向け徹底した省エネルギーや
非化石エネルギーの拡大を進める上での需給両面における様々な課題の克服を
野心的に想定した場合に、どのようなエネルギー需給の見通しとなるかを示すもの。

⚫ ５業種以外でも、定期報告対象の各事業者は「非化石エネルギーへの転換の目標」を設定。

̞ 今後、５業種以外についても「目安」の設定を検討。

⚫ 各事業者が記入する非化石転換の目標設定・定期報告のフォーマットにおいて、「電気の非化石
割合」を必須の指標とし、それに加えて、任意の「非化石転換の指標」（※）を設定・報告。

̞ セメント製造業のように業種別の目安（キルン等の非化石率）がある場合は、その指標を採用。
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大規模需要家による上げ・下げＤＲを促進する観点から、定期報告制度に次の評価・インセン
ティブを用意。

1.  DR実績の評価： 定期報告において、DRの実施回数やDR実施量（kWh）を記入さ
せ、優良事業者の公表や補助金での優遇等をインセンティブとする。

2.  省エネ原単位での評価： 省エネ原単位（例：粗鋼１㌧あたりのエネルギー使用量）の
評価の際に、（再エネ出力抑制時のエネルギー量の係数（メガジュール/kWh）を低くし、
需給逼迫時は逆に係数を高く設定することにより）DRに取り組むインセンティブとする。

（参考）上げ・下げＤＲの考え方

③ 電気の需要の最適化に関する措置 【電気需要平準化の見直し】

改正省エネ法の概要
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⚫ これまで省エネ法では、クラス分け評価制度におけるSクラス事業者の公表や業種別の
エネルギー使用量や原単位変化等に関する集計値データの公表を行ってきた。

⚫ 現在、個社の取組内容は開示していないが、今後は開示に同意した事業者について、
一定の情報を経済産業省ホームページ等で開示予定。

⚫ 開示に同意した企業は、補助金申請の際に加点等を行うこととする。

定期報告情報の任意開示化

⚫ 事業者の基本情報

⚫ エネルギーの使用の合理化に関する情報
Å直近５年度のエネルギー消費原単位
Åベンチマーク指標の状況

⚫ 非化石エネルギーへの転換に関する情報
Å電気の非化石転換に関する目標・報告
Å目安設定業種における非化石転換に関する目標・報告

⚫ 電気の需要の最適化に関する情報

⚫ 温対法関連情報

⚫ その他（業界の特色、取組概要、関連リンク等）

任意開示制度の主な開示項目
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任意開示制度の個社シートのイメージ
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開示スケジュール

⚫ 令和６年度報告（令和５年度実績）分の本格運用に先立ち、令和5年度報告
（令和４年度実績）分から試行運用を行う。

⚫ 試行運用においては、本格運用に向けた集計等作業の確認も兼ねて、主に東証プラ
イム上場企業に対象を限定して行う。

【開示スケジュール】
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１．エネルギー需要側の政策に関する国内外の動向

２．改正省エネ法（非化石エネルギー転換等）について

３．省エネ関連支援制度について
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省エネ設備への更新支援 【国庫債務負担行為要求額2,325億円】
※令和５年度補正予算額：1,160億円

●工場・事業所設備更新にあたっては、省エネ機器への更新により、エネルギーコスト高対応と、カーボンニュート
ラルに向けた対応を同時に進めていくことが重要。
●そのため、工場全体の省エネ（Ⅰ）、一部の製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）【新設】、リストから選択
する機器への更新（Ⅲ）の３つの類型で企業の投資を後押し。

20

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

【キュポラ式】※コークスを使用 【誘導加熱式】※電気を使用

（Ⅰ）
工場・
事業場型

食料品製造業Ａ社（中小企業、海水を原料とした塩を製造）

Å従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

Å釜の排熱を、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業所全体の設備・設計を見直し。３年で
37.1％の省エネを実現予定。

【平釜】 【立釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利用

※旧ＡＢ類型

（Ⅲ）
設備
単位型

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】

※旧Ｃ類型

新設

〔事業概要〕



【参考】省エネ補助金の類型
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補助金限度額

【上限】３億円
（電化の場合５億円）

【下限】30万円

【上限】15億円/年度
(非化石転換は20億円/年度)

【下限】100万円/年度

※複数年度事業の上限額は20億円
(非化石転換は30億円)
※連携事業や、先進要件を満たす複
数年度事業の上限額は30億円
（非化石転換は40億円）

事業区分

※R5補正で新設 設備費
（電化の場
合は付帯設
備も対象）

設備費
・

設計費
・

工事費

補助対象
経費

上記に加え、「（Ⅳ） エネルギー需要最適化型」があり、各型との組合せ、又は、単体での使用が可能

【上限】ể

【下限】30万円

（Ⅱ）
電化・脱炭素燃転型

（Ⅰ）
工場・事業場型

※従来のA類型（先進事業）と
B類型（オーダーメイド型事業）

（Ⅲ）
設備単位型

※従来のC類型（指定設備導入事業）

設備費

補助率

１／２以内

１／２以内

（先進型設備等を導入し、先進要件の

いずれかを満たす場合、２／３以内）

１／３以内

中小企業等

１／３以内
（先進型設備等を導入し、先進要件の

いずれかを満たす場合、

１／２以内）

大企業・その他

いずれの類型も、複数年の投資計画に対応

省エネ効果の要件

電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。
（ヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ）

対象設備は（Ⅲ）設備単位型で指定される下記設備のみ。
①産業用ヒートポンプ ②業務用ヒートポンプ ③低炭素工業
炉 ④高効率コージェネレーション ⑤高性能ボイラ

予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たす設備
を導入すること。

①省エネ率＋非化石割合増加率：10％以上
②省エネ量＋非化石使用量：700kl以上
③エネルギー消費原単位改善率：7％以上

先進要件
①省エネ率＋非化石割合増加率：30％以上
②省エネ量＋非化石使用量：1,000kl以上
③エネルギー消費原単位改善率：15％以上

※R5補正で新設

補助対象
経費



省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費
国庫債務負担行為要求額 2,025億円 ※令和5年度補正予算額910億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

本事業は、機械設計を伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて

設計・製造する設備、先進型設備等の導入などにより工場・事業場全体で

大幅な省エネ化を図る取組や、脱炭素につながる電化・燃料転換を伴う設

備更新を支援することにより、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」

の達成に寄与することを目的とする。

その際、企業の複数年の投資計画に対応する形で支援を実施し、特に中

小企業の省エネ投資需要を掘り起こす。

また、工場等における省エネ性能の高い設備・機器への更新を促進すること

により、温室効果ガスの排出削減と我が国の産業競争力強化を共に実現す

る。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・
業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備投
資を中心とする対策の実施を促進し、本事業による効果も含めて、
省エネ量2,155万klの達成を目指す。

事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備
への更新等を以下の取組を通じて支援する。

（１）工場・事業場型：工場・事業場全体で、機械設計が伴
う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・
製造する設備、先進型設備等の導入を支援

（２）電化・脱炭素燃転型：化石燃料から電気への転換や、
より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃
料転換を伴う設備等の導入を支援

（３）エネルギー需要最適化型：エネマネ事業者等と共同で作
成した計画に基づくEMS制御や高効率設備の導入、運
用改善による省エネ取組を支援

補助
（2/3、1/2、１/3、1/4）

民間企業 民間企業等国

補助
（定額）

（１）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内（一定の要件を満た
す場合には中小企業2/3以内、大企業1/2以内）

 上限額：15億円（非化石転換設備の場合は20億円）

（２）補助率：1/2以内

上限額：3億円（電化の場合は5億円）

（３）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内

 上限額：1億円
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省エネルギー投資促進支援事業費
国庫債務負担行為要求額 300億円 ※令和5年度補正予算額250億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

本事業は、産業・業務部門における省エネ性能の高い設備・機
器への更新に係る費用の一部を支援することで、「2030年度に
おけるエネルギー需給の見通し」の産業部門・業務部門における
省エネ設備投資を中心とする省エネ見通しの達成に寄与すること
を目的とする。

また、設備の納期遅れ等により単年度での事業実施が困難なこ
とを理由に投資を見送る事業者のニーズに対応するべく、複数年
度にまたがる設備・機器の導入を可能にし、特に中小企業におけ
る更なる投資需要を掘り起こす。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部
門・業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ
設備投資を中心とする対策の実施を促進し、本事業による効
果も含めて、省エネ量2,155万klの達成を目指す。

事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い
設備への更新等を以下の取組を通じて支援する。

（１）設備単位型：省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産
設備等への更新を支援

（２）エネルギー需要最適化型：エネマネ事業者等と共同で
作成した計画に基づくEMS制御や高効率設備の導入、運用
改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援

補助
（1/2、１/3）

民間企業 民間企業等国

補助
（定額）

（１）補助率：1/3以内、上限額：1億円

（２）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内

 上限額：1億円
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⚫ 省エネ補助金を活用し設備を更新することで、エネルギーコストの抑制を実現する中小企業等も
出現。

温泉業 A社

Åレストランや脱衣室等の空調管
理に、高効率空調を導入

Å貯湯槽の加熱とポンプや電灯
等への給電に高効率コージェネ
レーションを導入

ガス代約25%削減

電気代約40%削減

繊維業 B社

Å蛍光灯をLED照明に更新

Å石油ストーブ等を高効率電気
式パッケージエアコンに更新

Å変圧器をトップランナー機器に
更新

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を56.7%削減

部品メーカー C社

Åﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ投入金属の溶解に
低炭素工業炉を利用

Å金型棟、鋳造棟、加工棟、出
荷棟に高効率照明を導入

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を54.6%削減

（参考）省エネ補助金を活用してエネルギーコスト低減を図った企業の例
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省エネ診断の拡充 2022年11月２日
第37回省エネルギー小委員会 事務局資料 一部加工

⚫ エネルギーコスト上昇等を背景として、中小企業の省エネへの取組の意欲が向上し Ệ年
度は省エネ診断事業への申込件数が急増。（例年の約３倍のスピード）

⚫ こうしたニーズに対応するため、診断を実施する専門員の不足等への対策を行いつつ、総合経済
対策を踏まえ省エネ診断を拡充。

省エネ診断を実施する実施団体や企業を増加し、

省エネ診断を実施する専門員の不足を補う。

拡充措置

ESCO

※９/５時点で全83者が登録

※R3年度から省エネ診断の有料化や新型コロナウイルス感染拡大による影
 響により、 R3年度はR2年度よりも診断件数が減少。

直近３年間の省エネ診断申込件数の推移

826件(R4)

672件(R2)

469件(R3)※

R5：479件
(8/31時点)

※診断申込件数は、省エネセンターが補助事業（エネルギー利用最適
化診断事業等及び情報提供事業）で実施した件数

※令和4年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業に
 おいて実施。
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事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネルギー使用の改善をア
ドバイスする「省エネ診断」への補助を行うことで、エネルギーコスト
上昇の影響を受ける中小企業等の省エネの取組を後押しするこ
とを目的とする。

成果目標

中小企業等が低コストで省エネ診断を活用し、省エネの専門家か
らの設備投資や運用改善に関する提案を受けることにより、中小
企業等における省エネの取組を後押しし、本事業による効果も含
めて、最終的に令和12年度の省エネ効果239万klに寄与するこ
とを目指す。

事業概要

省エネの専門家が中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理
状況の診断を実施し、運用改善や設備投資等を提案するために
必要な経費を補助する。

また、省エネ診断・アドバイスを行える専門人材の拡大に向け、事
務局において、各執行団体の専門人材の育成等の実施を行う。

補助
（9/10）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
令和５年度補正予算額 21億円

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課
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中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
令和6年度予算額 9.9億円（8.0億円）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業や年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満
の事業者等を対象とした工場・ビル等のエネルギー利用最適化
診断やエネルギー利用最適化に係る相談窓口である地域プラッ
トフォームの構築など、中小企業等のエネルギー利用最適化を推
進するための支援を行う。

事業概要
（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業（補助金）

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・
IoT等を活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の
一部を国が支援する。また、診断事例の横展開、関連セミナー
への講師派遣も実施する。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標

省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理の
実施により本予算事業による効果も含めて、令和12年度の省エ
ネ効果239万kLを目指す。

（２）地域エネルギー利用最適化取組支援事業（補助金）

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向
け、中小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築す
るとともに、相談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイト
に公開する。

（３）専門人材拡大に向けた調査分析事業（委託費）

中小企業向けに省エネ診断・アドバイスを行う専門人材を拡大す
る上での課題や方策について分析を行うための委託調査を実施
する。

診断補助

（9/10）
民間企業等 中小企業等国

補助

（定額）

国

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

（２）地域エネルギー利用最適化取組支援事業

補助

（定額）

民間
企業等

民間
団体等

中小
企業等

省エネ取組
支援補助
（9/10）

補助
（定額）

委託

国

（３）専門人材拡大に向けた調査分析事業

民間企業等
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28（出典）資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/data/package_r5_231110.pdf

支援策（省エネルギー）～令和5年度補正予算／省エネ支援パッケージ～



29（出典）省エネクイック診断事務局ホームページ https://shoeneshindan.jp/guide/about/

支援策（省エネルギー）～令和5年度補正予算／省エネ支援パッケージ～

省エネクイック診断



➢省エネ最適化診断とは

「コスト削減」と「脱炭素化」の同時達成

世界的な脱炭素化の流れの中、中小企業等の中小規模事
業者にとっても脱炭素化は避けて通れない喫緊の課題となってい
ます。
「省エネ」は最も脱炭素化に有効な手段ですが、省エネ最適化
診断は、更に一歩推し進め、「省エネ診断」による使用エネルギー
削減に加え、「再エネ提案」を組み合わせることで、脱炭素化を
加速する新しいサービスです。

＜4つのメリット＞
① 費用のかからない省エネ改善
② 脱炭素化へ向けた各種アドバイス
③ 省エネの第一歩はムダの見える化から
④ 国の省エネ設備補助金等の利用にプラス

支援策（省エネルギー）

診断対象事業者

➢ 中小企業者（中小企業基本法に定める中小企業
者）

➢ 年間エネルギー使用量（原油換算値）が、原則として
100kL以上1,500kL未満の工場・ビル等

診断メニュー・料金

診断メニュー
年間エネルギー
使用量目安
（原油換算値）

料金（税込）

➢ A診断：専門家
1人診断

300kL未満 10,670円

➢ B診断：専門家
2人診断（説明
会は1人）

300kL〜
1,500kL未満

16,940円

➢ 大規模診断：
事前打合せ+専
門家2人診断

1,500kL以上 23,760円

省エネ最適化診断

✓ 省エネセンターでは省エネ診断と再エネ提案を組合せ、エネルギー利用を最適化する新しい診断サービスとして「省
エネ最適化診断」を実施。

30
（出典）省エネ・節電ポータルサイト https://www.shindan-net.jp/service/shindan/

令和６年度の受付は4月18日（木）から開始



支援策（省エネルギー）

省エネお助け隊

✓ 「地域プラットフォーム構築事業」で採択された地域密着型の省エネ支援団体（省エネお助け隊）による省エネ診
断、省エネ支援を実施し、全国にエネルギー利用に関する相談体制を整備。

31

静岡県相談窓口

➢ 一般社団法人中東遠タスクフォースセンター
➢ 一般社団法人静岡県環境資源協会

（出典）省エネお助け隊ポータルサイト https://www.shoene-portal.jp/

参考：令和5年度の支援内容



1
0287- 63- 0233

2
027- 388- 1193

3
048- 749- 1217

4
0436- 24- 7734

5
050- 3595- 1833

6

03 6912- 4471

050- 5531 9175

7
03- 6261- 9810

8
465- 23- 1811

9
025- 263- 0100

10
054- 252- 9023

11
0537- 23- 4675

令和5年度 省エネお助け隊一覧（関東経済産業局管内）
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Å 省エネお助け隊等の相談窓口や支援事例をまとめたホームページを公開。

Å 省エネに関する有益な情報発信をはじめ、中小企業の省エネ取組を総体的に支援。

※出典：省エネお助け隊ポータル（https://www.shoene-portal.jp/）

参考：省エネお助け隊ポータル
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●エネルギー使用量の変化

原油換算（kl/年）

改善前 925

改善後 738
省エネ率20%

●提案事項

駐車場換気ファンの運用方法変更

機械室換気の適正化

トイレ照明に人感センサ設置

太陽光発電設備導入（自家消費）

井水冷熱を利用して導入外気を冷却

トイレ手洗器蛇口の自動水栓化

16,581千円/年の
削減効果

運用改善

外気導入量の適正化

電気給湯機の設定温度変更

お金のかからない運用改善だけでも
15,106千円／年の削減効果

●エネルギー使用状況の変化

電力
(千kWh/年)

地域熱供給
(GJ/年)

改善前 2,596 7,320

改善後 2,294 4,233

（参考）事務所ビルの省エネ診断事例

※地下３階地上10階建、延床面積約2.1万㎡の事例
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省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費
令和6年度予算額 13億円（13億円）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

省エネルギーに資する機器等導入事業への投資に対する融資を、
利子補給となる補助金を交付することにより低利にすることで、各
部門における省エネルギー投資を促進し、2030年度におけるエネ
ルギー需給の見通しにおいて見込む省エネ量の実現に寄与するこ
とを目的とする。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・
業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備投
資を中心とする対策の実施を促進し、本予算事業による効果も
含めて、省エネ量2,155万klの達成を目指す。

事業概要

省エネ設備の新規導入や、省エネ取組のモデルケースとなり得る
事業等に対して支援を行い、資金調達が障壁になり二の足を踏
んでいる事業者の省エネ投資を促進する。

具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、既設事
業所における省エネ設備の新設・増設に加え、物流拠点の集約
化に係る設備導入、更にはエネルギーマネジメントシステム導入
等によるソフト面での省エネ取組に際し、指定金融機関（民間
金融機関等）から融資を受ける事業者に対して利子補給を行
う。

金融機関等の指定

定額（利子補給金1.0%以内）

国 民間団体等

民間事業者等

補助
（定額）

貸付

返済

民間金融機関等
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支援策（省エネルギー）

省エネルギー設備投資に係る利子補給金

✓ 省エネ設備の新設・増設等の省エネ取組の融資利息の一部を補給する制度。

対象要件

➢ 指定金融機関が行う以下の事業への融資が対象。
（ア）エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、 

又は増設する事業。
（イ）省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・

事業場全体におけるエネルギー消費原単位が
1％以上改善される事業。

（ウ）データセンターのクラウドサービス活用やEMSの導入
等による省エネルギー取組に関する事業。

※導入する省エネルギー設備は、以下を全て満たすこと。
・兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
・中古品でないこと。
・その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
※省エネ法改正に伴い、非化石燃料を使用する設備も申請対象。

利子補給率

・貸付利率1.1%以上→1.0％
・貸付利率1.1%未満→貸付利率から▲0.1%

利子補給期間

・最大10年間

利子補給金支払

・年2回

36
（出典）一般社団法人 環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/rishihokyu05/

参考：令和5年度の支援内容
新規融資の公募は

5月下旬頃開始予定



支援策（設備投資）

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

炭素生産性＝
付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）

エネルギー起源二酸化炭素排出量

【制度概要】

支援対象 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

措置内容
最大10％の税額控除（中小企業者等の場合は最大14％）
又は50％の特別償却

適用期限
2026年3月31日までに認定を受け、その認定を受けた日から同日
以後３年を経過する日まで

対象設備

炭素生産性を設備の導入前後で1％以上向上させる効果を持つ
「機械装置」、「器具備品」、「建物附属設備」、「構築物」、「車両
（国土交通大臣が定める鉄道車両に限る）」
ただし、広く一般に流通するLED等の照明設備及びエアコンディショ
ナー（使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。）
は税制措置の対象外

37

（出典）経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf

事業者全体又は事業所単位で、10%※以上向上することを目指す計画を作成
（※企業規模・税制措置の内容に応じ、炭素生産性の目標数値が異なります）

37



省エネの進め方と現場で役立つ着眼点：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/ene_koho.html

説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=BAYOouu-Kvg&list=PLcRmz7bR5W3lY4Ri5x28dV1SBQFJAufJo&index=22

Å 関東経済産業局では、中小企業が省エネを進めるためのポイントをまとめた「省エネの進め方と現
場で役立つ着眼点」と本パンフレットの内容を紹介した動画を作成

（参考）省エネの進め方と現場で役立つ着眼点
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Å関東経済産業局では、
Ver4.1 12

╩

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka/data/kantocn_guidance.pdf

（参考）エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について
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（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

⚫ 経済産業省では、中小企業等のカーボンニュートラル支援策をとりまとめてホームページ
に公開。

（参考）中小企業等のカーボンニュートラル支援策
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関東経済産業局ホームページ

https://www.kanto.meti.go.jp/

 
ṇ
ṇ

TEL：048 -600 -0362
☆ 関東経済産業局では、地域における省エネ活動を応援します！！

本資料に関するお問い合わせ

関東経済産業局では、省エネや節電活動に役立つ情報、エネルギーに関連する
情報を週１回メルマガ配信しています。この「エネマガ」を是非ともご活用く
ださい。 関東経済産業局 メルマガ
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